
被扶養者申請書類・添付書類一覧表 (提出先　日本ハムビジネスアソシエ(株)東京人事サービス課）

※今年、退職した方、就職された方は、特例1.特例2をご参照ください。

続柄 同居別居 現況
被扶養者
異動届

扶養状況
報告書

住民票
(写し可)

※1

所得証明書
(写し可)

仕送の明細
３ヶ月分
の写し

在学証明書
(写し)

確定申告書
(収支内訳書含む)

3年分の写し

同居
無収入･年間収入130万円未満（60歳以上また
は障害年金受給者の場合は180万円未満） ○ ○ ○ ○

（単身赴任含む） 自営業・農業･漁業
(不動産･株式･投資信託･FXなどの収入のある人含む) ○ ○ ○

○
※3

○

別居
(単身赴任除く）

無収入･年間収入130万円未満（60歳以上また
は障害年金受給者の場合は180万円未満） ○ ○ ○ ○ ○

同居･別居 学生(予備校生含む) ○ ○ ○ ○

同居 学生ではない ○ ○ ○ ○

別居 学生ではない ○ ○ ○ ○ ○

16歳未満の子 同居･別居 ○
○
※4

○
○
※4

出生による子 同居･別居 ○
○
※4

○
○
※4

無収入･年間収入130万円未満（60歳以上また
は障害年金受給者の場合は180万円未満） ○ ○ ○ ○

自営業・農業･漁業
(不動産･株式･投資信託･FXなどの収入のある人含む) ○ ○ ○

○
※3

○

別居
無収入･年間収入130万円未満（60歳以上また
は障害年金受給者の場合は180万円未満） ○ ○ ○ ○ ○

学生(予備校生含む) ○ ○ ○ ○

無収入･年間収入130万円未満（60歳以上また
は障害年金受給者の場合は180万円未満） ○ ○ ○ ○

自営業・農業･漁業
(不動産･株式･投資信託･FXなどの収入のある人含む) ○ ○ ○

○
※3

○

特例１．＜退職した場合、自営業を廃業した場合＞

続柄 同居別居 現況
被扶養者
異動届

扶養状況
報告書

住民票
(写し可)

※1

所得証明書
(写し可)

退職時の
源泉徴収票

の写し

離職票(1)及び
(2)の写し

雇用保険受給
資格者証

の写し

雇用保険を受けない ○ ○ ○ ○ ○ ○

雇用保険待期給付期間中
(期間は待期給付期間中のみ) ○ ○ ○ ○ ○

○
※5

雇用保険の支給が終了した ○ ○ ○ ○
○
※6

雇用保険日額3,612円未満で申請中受給中 ○ ○ ○ ○ ○
○
※7

出産･傷病等で雇用保険失業等給付を延長した※8
（出産手当金･傷病手当金受給の人は期間終了後の認定) ○ ○ ○ ○ ○ ○

自営業を廃業した※9 ○ ○ ○ ○

特例２．＜今年、昨年途中からお勤めされた場合＞

続柄 同居別居 現況
被扶養者
異動届

扶養状況
報告書

住民票
(写し可)

※1

所得証明書
(写し可)

給与明細
直近3か月間

の写し

配偶者※2、子、
父母、祖父母、
孫、兄弟姉妹

同居
年間収入130万円未満（60歳以上または障害年
金受給者の場合は180万円未満） ○ ○ ○ ○ ○

※1　住民票は世帯全員掲載のものを添付してください。(申請日以前3ヶ月以内に取得したもの)

※2　年金手帳の基礎番号を記載したもののコピーが別途必要　(「国民年金第３号被保険者該当届書提出のため)

※3　課税で記載された所得証明書が必要　

※4　配偶者が被扶養者ではないときに限り、扶養状況報告書と配偶者の所得証明書・直近３ヶ月の給与明細が必要　

※5　待期給付期間の開始日の印字記載があるものが必要　

※6　支給満了日の記載があるものの両面コピーが必要　

※7　両面コピー　

※8　雇用(失業)保険受給期間延長通知書の原本が別途必要　　

※9　廃業届が別途必要　　

●　被扶養者が、公的年金(老齢基礎年金、障害基礎年金等)を受給されている場合は、別途年金額改定通知書を添付してください。

●　他にも追加資料のご提出をお願いすることが有ります。

●　ご不明な点は、日本ハム健康保険組合にお問い合わせください。(TEL 06-7525-3500）
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